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病
院
の
負
担
金
な
く 

入
院
費
用
を
保
証

病
院
に
よ
っ
て
は
年
間
で
数
億
円
に

も
上
る
未
収
金
だ
が
、
債
権
回
収
が
う

ま
く
い
か
な
い
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な

い
。
こ
の
問
題
に
ナ
ッ
プ
賃
貸
保
証
株

式
会
社
は「
ナ
ッ
プ
メ
デ
ィ
カ
ル
」を

立
ち
上
げ
、
入
院
医
療
費
保
証
サ
ー
ビ

ス
に
よ
る
解
決
を
提
案
し
て
い
る
。

同
サ
ー
ビ
ス
は
、
患
者
が
保
証
料
を

支
払
い
、
同
社
が
連
帯
保
証
人
と
な
る

機
関
保
証
。
患
者
負
担
の
保
証
料
に
つ

い
て
は
、
在
院
日
数
や
過
去
の
未
収
金

デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
算
出
。
預
り
金
と

は
違
い
、
一
定
期
間
未
収
と
な
っ
た
場

合
は
、
同
社
が
保
証
限
度
額
ま
で
立
て

替
え
て
支
払
う
。

田
邊
裕
典
常
務
取
締
役
は「
１
万
７

０
０
０
社
以
上
の
不
動
産
会
社
と
提
携

し
て
賃
貸
物
件
の
家
賃
保
証
事
業
を

行
っ
て
き
た
弊
社
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か

し
、
保
証
料
を
患
者
負
担
と
し
て
い
ま

す
。
同
社
と
対
極
に
あ
る
の
が
、
保
証

料
を
病
院
が
負
担
す
る
同
業
社
の
保
証

商
品
と
損
害
保
険
会
社
の
提
供
す
る
未

収
金
補
償
保
険
で
す
。
ど
ち
ら
も
病
院

が
コ
ス
ト
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
未

収
金
が
保
証
料
や
保
険
料
に
置
き
換
わ

る
だ
け
で
根
本
的
解
決
に
は
な
り
ま
せ

ん
」と
強
調
す
る
。

２
０
２
０
年
４
月
の
提
供
開
始
以

降
、
さ
ま
ざ
ま
な
病
院
に
導
入
さ
れ
て

お
り
、
延
べ
１
万
２
０
０
０
件
の
契
約

が
結
ば
れ
た
と
い
う
。「
少
子
高
齢
化

や
核
家
族
化
が
進
み
、『
近
く
に
親
族

が
い
な
い
』『
家
族
に
迷
惑
を
か
け
た
く

な
い
』な
ど
の
理
由
で
当
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
さ
れ
る
患
者
さ
ん
も
い
ま
す
。
こ

の
傾
向
は
賃
貸
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
傾
向
と

同
様
で
、
今
後
も
入
院
時
の
連
帯
保
証

人
に
機
関
保
証
を
利
用
す
る
こ
と
を
希

望
す
る
傾
向
は
強
く
な
る
と
確
信
し
て

い
ま
す
」と
田
邊
常
務
取
締
役
は
力
強

く
語
る
。

幅
広
い
患
者
が
対
象 

債
権
も
専
門
部
署
が
丁
寧
に
回
収

導
入
に
よ
る
病
院
メ
リ
ッ
ト
は
、
▽

初
期
・
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
ゼ
ロ
、
▽

３
カ
月
を
目
安
に
同
社
が
督
促
・
回
収

業
務
を
引
き
継
ぐ
、
▽
緊
急
入
院
や
無

保
険
者
も
保
証
可
能
、
▽
立
替
申
請
受

理
後
10
日
以
内
に
送
金
―
―
の
４
つ
。

保
証
料
が
患
者
負
担
の
た
め
初
期
・

ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
ゼ
ロ
で
済
み
、
導

入
は
入
院
手
続
き
の
手
順
な
ど
の
業
務

の
変
更
の
み
で
金
銭
的
負
担
は
な
い
。

入
院
時
に
職
員
が
同
サ
ー
ビ
ス
の
説
明

を
行
い
、
希
望
患
者
は
保
証
料
と
入
院

費
保
証
委
託
契
約
書
を
病
院
に
預
け
、

病
院
が
同
社
に
預
か
っ
た
保
証
料
と
契

約
書
を
提
出
す
る
こ
と
で
、
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る（
図
）。「『
入

院
手
続
き
が
煩
雑
化
す
る
の
で
は
』と

の
懸
念
の
声
も
あ
り
ま
し
た
が
、
専
用

の
保
証
契
約
書
を
つ
く
ら
ず
に
病
院
の

『
入
院
申
込
書
』に
保
証
契
約
の
内
容
を

追
記
す
る
な
ど
、
手
続
き
の
簡
略
化
を

行
っ
て
い
ま
す
」（
田
邊
常
務
取
締
役
）

立
替
申
請
受
理
後
に
同
社
が
督
促
・

回
収
業
務
を
引
き
継
ぐ
こ
と
の
メ
リ
ッ 田邊裕典常務取締役

患
者
負
担
の
保
証
制
度

一
定
期
間
未
収
で
立
て
替
え
払
い

機
関
保
証
で
解
決
に
導
く

賃
貸
物
件
の
家
賃
保
証
事
業
を
行
っ
て

き
た
ナ
ッ
プ
賃
貸
保
証
株
式
会
社
は
、入

院
医
療
費
の
未
収
金
問
題
に
対
し
て
保

証
料
の
患
者
負
担
型
の
入
院
医
療
費
保

証
サ
ー
ビ
ス
で
解
決
を
め
ざ
し
て
い
る
。
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ト
は
、
未
収
金
が
貯
ま
っ
て
い
く
経
済

的
負
担
や
職
員
の
督
促
業
務
の
負
担
が

軽
減
で
き
る
点
だ
。
従
来
で
は
電
話
督

促
や
文
書
送
付
に
は
じ
ま
り
、
弁
護
士

へ
の
相
談
や
分
割
入
金
の
管
理
ま
で
10

以
上
の
業
務
を
長
期
に
わ
た
っ
て
行
う

必
要
が
あ
っ
た
が
、
立
て
替
え
申
請
後

は
入
金
の
確
認
の
み
で
済
む
。加
え
て
、

病
院
側
の
督
促
業
務
の
実
施
期
間
が
最

大
で
３
カ
月
と
固
定
で
き
る
た
め
、
業

務
管
理
も
容
易
に
な
る
。

立
替
申
請
受
理
後
は
、
同
社

の
持
つ
債
権
回
収
専
門
の
部
署

が
回
収
を
行
う
。
全
国
保
証
機

構
の
定
め
る『
入
院
医
療
費
立
替

に
伴
う
債
権
管
理
回
収
業
の
業

務
運
営
に
関
す
る
自
主
規
制
規

則
』に
基
づ
い
て
回
収
業
務
を
行

う
た
め
、
病
院
の
悪
評
が
流
布

し
に
く
い
。
同
機
構
の
理
事
も

務
め
る
田
邊
常
務
取
締
役
は「
入

院
患
者
さ
ん
が
安
心
し
て
入
院

で
き
る
環
境
づ
く
り
と
医
療
機

関
の
経
営
の
安
定
化
の
双
方
の

利
益
を
保
護
す
る
た
め
、
提
携

企
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
共
有
し
て

制
作
し
ま
し
た
」と
説
明
す
る
。

返
済
手
段
も
無
利
子
の
長
期

分
割
払
い
な
ど
柔
軟
に
対
応
。

最
長
3
年
近
い
分
割
払
い
の
実

績
も
あ
る
。

保
証
適
用
の
幅
に
つ
い
て
は
、

緊
急
入
院
や
無
保
険
者
な
ど
幅
広
く
カ

バ
ー
。
ま
た
、
差
額
ベ
ッ
ド
代
や
自
由

診
療
領
域
で
も
保
証
さ
れ
る
。
田
邊
常

務
取
締
役
は「
美
容
整
形
な
ど
医
療
紛

争
に
な
り
や
す
い
一
部
の
自
由
診
療
や

認
知
症
な
ど
で
自
己
判
断
能
力
が
な
い

う
え
に
後
見
人
や
代
理
人
も
い
な
い
場

合
な
ど
の
例
外
は
あ
り
ま
す
が
、
ほ
と

ん
ど
の
入
院
事
例
に
対
応
で
き
ま
す
。

患
者
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
な
ど
で
債
権

回
収
が
難
し
い
ケ
ー
ス
で
も
、
締
結
契

約
す
べ
て
に
損
害
保
険
が
掛
か
っ
て
お

り
、
保
険
料
に
よ
っ
て
立
て
替
え
が
可

能
で
す
」と
損
害
保
険
に
よ
る
備
え
も

あ
る
と
ア
ピ
ー
ル
す
る
。

未
払
い
分
は
同
社
が
立
て
替
え
て
支

払
う
た
め
、
立
替
申
請
受
理
後
は
10
日

以
内
に
送
金
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
病

院
視
点
で
は
未
収
金
の
回
収
を
終
え
る

こ
と
が
で
き
、
経
営
的
負
担
も
大
幅
に

軽
減
で
き
る
。「
債
権
回
収
弁
護
士
な

ど
の
手
段
も
あ
り
ま
す
が
、
回
収
ま
で

時
間
が
か
か
り
ま
す
。
当
サ
ー
ビ
ス
で

は
支
払
い
ま
で
の
待
ち
時
間
が
少
な
い

こ
と
も
特
徴
で
す
」（
田
邊
常
務
取
締

役
）コ

ロ
ナ
禍
に
終
わ
り
が
見
え
つ
つ
あ

る
今
、
改
め
て
未
収
金
対
策
な
ど
の
対

応
を
考
え
る
病
院
も
増
え
る
と
予
想
さ

れ
、
田
邊
常
務
取
締
役
は「
本
来
、
満

額
が
収
入
と
な
る
も
の
に
対
し
、
医
療

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
側
の
病
院
が
回

収
コ
ス
ト
を
負
担
し
守
ろ
う
と
す
る
形

は
不
自
然
で
す
。
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
恩

恵
を
受
け
る
患
者
さ
ん
が
コ
ス
ト
を
負

担
す
る
方
が
自
然
で
、
公
共
事
業
と
同

じ
く『
受
益
者
負
担
』が
本
来
の
形
だ

と
考
え
ま
す
。
当
サ
ー
ビ
ス
は
ま
だ
認

知
度
が
低
い
で
す
が
、
将
来
に
か
け
て

有
益
度
は
増
し
て
い
く
と
確
信
し
て
い

ま
す
」と
同
サ
ー
ビ
ス
の
普
及
を
め
ざ

す
。
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